
平成 30年度（平成 31年度入学予定者用） 

日本学生支援機構 

給付奨学金申し込みについて 
 

◆卒業生で、給付奨学金を希望する人は、事前に奨学金担当者まで申し出て下さい。 

 

 

卒業生締め切り：６月 ８日（金） 

   

場所：体育職員室（川嶋）まで 
      ※来校日時を事前に電話連絡くださいますようお願いいたします。 
 
給付奨学金を申し込むには、校内選考があります。推薦枠は卒業生を含め、桐蔭高校で４名です。 

    

  

申込基準 
 
◎住民税非課税世帯の人（平成２９年度住民税 両親の場合は父母両方とも） 
または、 

◎生活保護受給世帯の人 
または、 

◎社会的養護を必要とする人 
 
その他に学力・資質基準あり 
 
 
 
※住民税（市区町村民税所得割）非課税世帯は、認定所得金額が第一種奨学金収入基準額以下
であることに加えて、本人及び家計支持者の資産の合計額が資産基準額（家計支持者２人：2,000
万円、１人：1,250 万円）以下であること。 

             
 

 

 
※社会的養護を必要とする人とは 
 １８歳時点で児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設（児童心理治療施設）、 

 自立援助ホームに入所している人若しくは入所していた人、又は、１８歳時点で里親、小規模住居型 

児童養育事業（ファミリーホーム）委託者もとで養育されている人若しくは養育されていた人です。 

 

※社会的養護を必要とする人は、推薦枠の数には含みません。 

 


